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FCPA と日本企業
過激な隣人と上手につきあう

This presentation does not constitute legal advice.   If you have questions regarding any transaction, please consult with  inside counsel, who may confer with outside counsel depending on the facts. 
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Foreign Corrupt Practices Act
(海外腐敗行為防止法）

FCPA＝ロッキード事件（1976年）をきっか
けに1977年制定 制定当初は、米国企業

のみが海外で贈賄を禁じられ、他国企業と
の競争上不利になるとの批判・不満

→FCPAを世界に輸出する方針

→1998年に34カ国がOECD条約を締結
(1999年2月発効)

→2007年には南アフリカ共和国が37番目

の加盟国

「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」
（OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions)
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FCPA – 関係ないとはもう言えない

• 談合＋FCPA違反で日本人部長有罪
• 懲役2年＋罰金8万ドル＋司法省に全面協力

【容疑】
－ 日本の本社および米国ほか各国の子会社で、ラテン
アメリカに製品を販売する担当者を指揮監督する地位

－ 現地販売代理店を起用し、公営企業の従業員（＝外
国公務員）との関係を構築

－ 日本の本社と米国子会社の利益確保のため、アルゼ
ンチン、ブラジル、エクアドル、メキシコ、ベネズエラ等の「
外国公務員」に、現地販売代理店を通じて賄賂

－ 現地販売店に対する手数料に紛れさせ、米国子会社
の米国内のオフィスを通じて賄賂を支払う
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米国司法省(DOJ)はFCPAの摘発を強化
― 5大陸/120件

“At least 120 companies are under investigation, up from 100 
at the end of last year.”
Mark Mendelsohn, a deputy chief in the Justice Department division 
overseeing the prosecutions
米国司法省は、120社以上のFCPA違反について調査中。前年末の100件
から増加。

“Mr. Mendelsohn currently has a team of eight Federal Bureau of 
Investigation agents working on overseas bribery cases, up from five 
last year.”
8名のFBI捜査員がFCPA事件専従に。昨年の5名から増員。

（出典：ウォールストリートジャーナル（電子版）2009年5月26日）
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ＦＣＰＡ 最近のトレンド

• 高額化

• 国際化

高額化

ABB 1640万ドル

http://ex-osaka.up.seesaa.net/image/83h83C83c8D918AF8.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
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シーメンス事件

– U.S. DOJ and SEC ８億ドル（罰金4.5億ドル＋不正利益没収3.5億ドル）

– ミュンヘン検察庁 ３億9500万ユーロ

– ミュンヘン検察庁 ２億100万ユーロ（Siemens Telecommunications）
– 合計約1600億円

– ４年間の監視期間

それだけでなく・・

– ドイツと米国の当局が緊密に協力して捜査

– 当局に協力することにより、（これでも）罰金減額

– 弁護士・会計士報酬、文書検索・保存費用は5億ユーロ以上と推定

– インタビュー1,750回、打ち合わせ800回、1億通の文書を検討

高額化

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Siemens_AG_logo.svg
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ＯＥＣＤ条約加盟国

国際化
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汚職の撲滅は世界の潮流

国際化

Former Assistant Attorney General; Alice Fisher at ACI FCPA Conference (November 13, 2007)

“The Department of Justice has engaged in a strategic and 
deliberate plan to intensify our efforts in this area in the last 2-
3 years. We have stepped up our efforts to encourage anti-
corruption enforcement in foreign countries; and we have 
increased our specialized resources”

米国の司法省は、海外汚職防止のため関係各国の当局と連携して規制の強化を推進・・
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汚職の撲滅は世界の潮流
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「内政干渉じゃないかと思うほど
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は
うるさいんだ」。ベトナムＯＤＡ事
業を巡るＰＣＩの贈賄疑惑を捜査
中だった五月末、検察首脳はこ
う話した。（日本経済新聞2008
年8月7日朝刊）

海外汚職事件の摘発件数

（2007年末時点。日本経済新聞2008年8月7日朝刊による）

国際化



10

ＦＣＰＡの基本構造－贈賄禁止条項と会計処理条項

贈賄禁止条項： Anti-bribery Provisions
外国公務員への贈賄を禁止

会計処理条項： Accounting Provisions
Books and Records Provisions 

取引及び資産の処分を合理的な程度
に、詳細、正確かつ公正に反映する帳
簿、記録、勘定を作成、保存すること

Internal control Provisions
適切な内部会計統制システムを設置・
維持すること
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ＦＣＰＡのペナルティ

違反行為ごとに科される＝どんどん加重される

違法収益の没収
入札資格剥奪

賄賂禁止条項 会計処理条項

法人 罰金 200万ドル以下

ＯＲ

利得/損害の２倍

法人 罰金 2500万ドル以下

ＯＲ

利得/損害の２倍

個人 罰金 25万ドル以下

ＯＲ

利得/損害の２倍

拘禁刑 5年以下

個人 罰金 500万ドル以下

ＯＲ

利得/損害の２倍

拘禁刑 20年以下

法人 1万ドル以下 法人 50万ドル以下 OR 利得額

個人 1万ドル以下 個人 １0万ドル以下 OR 利得額

民事

制裁
金

刑事
罰
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FCPAの適用対象

－日本法人／人でも適用可能性があるのは？

贈賄禁止条項 会計処理条項

米国で上場（ADR発行による上場を含む）するなどして証券を発行し、米国の1934年
証券取引所法上の登録義務及び開示義務を負う者(“Issuer”)やその役員、従業員、
エージェント、株主

米国企業の日本人役員・従業員、
エージェント、株主

米国内で禁止行為を一部でも行
なった者やその役員、従業員、
エージェント、株主

米国親会社の日本子会社は？
米国子会社を有する日本親会社は？



13

会計処理条項と贈賄禁止条項の双方が適用

「1934年証券取引所法の
登録義務又は開示義務を負うような証券を発行しているか」

ADR=American Depository Receipts（米国預託証券）
日本企業が米国で上場する場合に利用
ADR発行の日本企業は200社超

NYSE、NASDAQ上場は約２0社

既にスウェーデンのAB Volvo，スイスのABB Ltd.，ノルウェーのStatoil ASAなどが
IssuerとしてFCPAのターゲットに

会計処理条項は、子会社、関連会社もカバー

Ｉｓｓｕｅｒとは？
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贈賄禁止条項の構成要件

• “an offer, payment, promise to pay or authorization of payment”
＝ （賄賂の）支払や支払の約束、申出、そして支払の承認

• “anything of value” ＝ 現金や何らかの価値ある物やサービスの提供

• “directly or indirectly” ＝ 直接手を下さなくても、資金を少々迂回させても、責任は免れない

• “to a foreign official” ＝ 米国から見た「外国」公務員（公営企業のスタッフを含む）

• “corruptly” ＝ 賄賂の意思

• “for the purpose of (i) influencing official action or decision, (ii) inducing an unlawful act, 
(iii) inducing official influence over government action, or (iv) securing any improper 
advantage” ＝ 当該外国公務員の公権力の行使をゆがめさせる目的をもって

• “in order to obtain or retain or redirect business” ＝ 営業上の利益を得る目的で 契約の
締結や更新に限らず、税金・関税の有利な取扱いによって会社に競争上有利な立場を与えると
いったことも含まれる
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贈賄禁止条項の適用事例

コンサルティング会社がインドネシアの役人に５万ド
ル支払うのを承認
特に恩恵は受けず
offer, payment, promise to pay or authorization of 
payment

1回ぶんの賄賂の多くは100ドル未満（賄賂の総額こ
そ20万ドル超）
anything of value

(2006年にアルカテルと合併）

中国の国営企業スタッフを工場見学ツアーに招待
しかしその内実はディズニーランドやユニバーサル
スタジオへの観光旅行
anything of value

化学

化学

IT

http://www.monsanto.com/
http://www.dow.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lucent_Technologies_logo.svg
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贈賄禁止条項の適用事例

ポーランドの古城を保護する基金への寄付が、外国
公務員への賄賂と認定される（基金の創立者がポー
ランド政府の厚生保健基金の幹部）
directly or indirectly
anything of value

製薬

油田開発

子会社を通じてコンサルティング会社にコンサルティ
ング料数百万ドルを支払い
実はカザフスタンの国営石油会社の高官への賄賂
directly or indirectly

(2009年にメルクと合併）

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Baker_Hughes_Logo.png
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贈賄禁止条項の例外と抗弁－狭き門

Facilitating “Grease” Payment
裁量の余地のない、機械的に行われる業務に対する支払い

（例）電話をつなぐ
業務円滑化のための潤滑油“Grease”
しかし非常に狭く解される傾向にある
条文によって除外されている分野だからといって安心できない
（例）税関職員への支払い、軍による警護
小額かつmid- or low-level の職員に対してのみ

支払った場合にはきちんと記録を

現地法により許容されている支払い
当該外国の法律で、明示的に許されている場合のみ
解釈ではダメ
慣習もダメ
行政通達、公正競争規約等もダメ
判例ではダメ（例：最高裁曰く、儀礼的な範囲内なら賄賂ではない）
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贈賄禁止条項の抗弁－狭き門

プロモーション費用
例：取引をしたい国営企業の役員を工場の視察に招待する
判断も難しい
OKとされた事案を検討すると・・・
①対応する政府機関とのビジネスがない
②視察旅行に参加する外国公務員の選定について会社に決定権限がない
③参加した外国公務員は決定権限をもっていない
④支払は、会社から交通機関等に直接
外国公務員に対する払い戻しはレシート添付の少額経費のみ

⑤配偶者や家族の同行不可
⑥全体の費用が適当な額におさまっている

契約履行費用
例：契約に、年一度、国の監査を受けなければならず、費用は会社負担

契約の履行に「直接」関連する費用か
契約上要求される範囲にとどまっているか
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会計処理条項の構成要件

１ Books and Records Provisions
資産の処分及び取引を合理的な程度に詳細、正確、かつ公正に反映する帳簿
、記録、勘定を作成、保存すること

２ Internal Accounting Controls Provisions
適切な内部会計統制システムを設置、維持すること

(1) 国内取引であっても、賄賂に関係なくとも、適用

(2) 「ごまかし」の大小は無関係

(3) いわゆる「会計帳簿」のみでなく旅程表、費用報告、経費請求のためのレシート等も含まれる

(4) 誤解を招くような記載や重要な事実をあえて省略した記載は「不正確」

(5) 子会社・関連会社もカバー

（「具体的状況に応じて合理的な範囲で影響力を誠実に行使」しなければならない）
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FCPAの運用動向
1. 摘発は引き続き積極的に行われる傾向

2. 企業の幹部個人を摘発する動きがますます活発に

3. 米国は、内国法人と外国法人を対等に扱う意思を明確にしている
－外国法人の摘発も積極的に

4. 国際共助が活発化する傾向（例：シーメンス事件ではドイツと米国の当局が協力
して捜査し、双方の国で立件）

5. 司法省(DOJ)もFBIもFCPAの摘発、立件に注力することを表明。FBIにはFCPA
の専従幹部8名

6. 産業別に一斉に調査をかける傾向もある（石油関係、医療機器、運輸業等）

7. M&AのデューディリジェンスにFCPA関係の調査を加えるのが常識に

8. FCPAの調査に伴って、 他の犯罪も発覚する傾向（例えば、マネーロンダリング
、輸出規制関係、独禁法違反、粉飾決算等）
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まとめ－予防と対応

予防－コンプライアンス・プログラムを！

対策－発覚後の対応も極めて重要！
－内部調査とDOJ・SEC対応

明文に定められたリーニエンシー制度はない
しかし、協力は評価される
シーメンス事件 刑事罰金 １３．５億ドルから２７億ドル→約４．５億ドル

どのような内容で合意するか
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